
加東市地域クラブ活動指導者資格取得補助金交付要綱 

令和７年１０月１日 

加東市告示第１０７号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、市立学校における部活動の地域展開において、生徒や保護者が安全・

安心の下、スポーツ・文化芸術活動等を行う体制を整えるため、地域クラブで指導する者

又は指導する予定の者に対して、指導者資格の取得に要する経費について補助金を交付す

ることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 認定団体 教育委員会が定める「加東市地域クラブ活動に関する認定要項」において

定める認定要件を満たし活動する団体をいう。 

 (2) 地域クラブ 認定団体で、学校管理外においてその団体の責任の下、生徒等を受け入

れてスポーツ・文化芸術活動等をするものをいう。 

 (3) 指導者資格 兵庫県中学校体育連盟が定める取得した年度の「兵庫県中学校体育連

盟主催大会への地域クラブ活動の参加資格の特例について」に係る各競技部細則におい

て定められている資格又は「補助金対象指導者資格一覧」において定める資格をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる全ての要件を

満たす者とする。 

 (1) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 

 (2) 市立学校における部活動の地域展開において、地域クラブの代表者又は指導者とし

て、この告示に基づく補助金の交付を受けて指導者資格を取得し、又は更新した日から

４年以上活動できること。 

 (3) 国、市、他の地方公共団体又はスポーツ若しくは文化芸術の振興を図る団体から同じ

目的の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。 

 （補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号のいずれか

とする。 

 (1) 令和７年４月１日以後に取得する指導者資格について、その取得に当たって必須と

なる講習会の受講料、資料代及び初回の指導者資格の登録料 

 (2) 令和７年３月３１日までに取得した指導者資格について、その更新にかかる費用 

２ 補助金の額は、前項第１号又は第２号のいずれかの補助対象経費の額とする。 

 （指導者資格の取得等の申出） 
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第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、指導者資格を取得

し、又は更新しようとする前に、次に掲げる事項を記載した文書により市長に届け出るも

のとする。 

 (1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号 

 (2) 指導者資格の名称及び種類 

 (3) 指導者資格を取得しようとする場合は、その予定日 

 (4) 指導者資格を更新しようとする場合は、その予定日及び当該指導者資格の取得日 

 （補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、前条の規定による届出をした指導者資格を取得し、又は更新したときは、

次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出することにより、補助金の交付を申請するも

のとする。 

 (1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号 

 (2) 指導者資格の名称及び種類 

 (3) 指導者資格を取得し、又は更新した日 

 (4) 補助金の交付申請額及びその内訳 

 (5) 補助金を受け取る金融機関の口座の情報 

 (6) 第３条各号に掲げる全ての要件を満たすことを誓約する旨 

２ 前項の規定による申請に当たり、申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。 

 (1) 補助対象経費を支払った日及び金額が分かるもの 

 (2) 指導者資格を取得し、又は更新したことが分かるもの 

 (3) 前２号に定めるもののほか、次条第１項の審査をするために市長が必要と認めるも

の 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、

適当と認めるときは、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をし、当該申請者

に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、その

理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、交付決定をしたときは、第６条第１項第５号の金融機関の口座に振り込む

ことで、交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）に補助金を交付するものとす

る。 

２ 補助金の交付は、補助対象者について１回限りとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部
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又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 (2) 指導者として不適切と認められる事実が判明したとき。 

 (3) 前２号に規定するもののほか、この告示の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した

文書により、当該交付決定者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとす

る。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 （令和７年度における指導者資格の取得等の申出の特例） 

２ 第５条の規定にかかわらず、令和７年４月１日から同年９月３０日までの間に指導者資

格を取得し、又は更新する場合は、同条中「指導者資格を取得し、又は更新しようとする

前」とあるのは「令和７年１２月１日まで」とする。 
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